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きたかみ
景観資産

▲

次の広報発行日は５月11日(金)です ▲

伊達藩最北の要害
浮
ふ ぎ ゅ う じ ょ う し

牛城址公園

〔きたかみ景観資産認定制度〕
　地域の景観資源の価値を見直し、認め合うことで、景観をきっかけとしたまちづくり活動につなげ、貴重な資産と
して次世代へ残していくことを目指し創設した制度です。地域の大切な景観とそれを守り、創

つ く

り、育てるために地域
の皆さんが取り組んでいる活動を｢きたかみ景観資産｣として認定しています。

都市計画課☎72-8276
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平成30年度の広報きたかみへの広告掲載については、(株)東広社(☎64-1523)へお問い合わせください。

　伊達藩最北の要害だったといわれる浮牛城址は、口

内町のシンボルです。毎年夏には浮牛城まつりが開催

されているほか、ウオーキングコースは、春には桜、

初夏にはアジサイなど、四季折々の景色が楽しめます。

■登録番号　46
■認定団体　口内町自治協議会
■所  在  地　口内町松坂229番地地内
■｢きたかみ景観資産｣認定日　平成22年２月５日
■活動内容　雑木の伐採、植樹、浮牛城まつりの実施


